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 近年企業では「ローパフォーマー社員」や「ぶら下がり社員」、「ゆとり社員」と言われ

る社員への対応が問題になっています。以前のように日本経済が右肩上がりの成長にあり、

終身雇用が当たり前の時代であればこのような社員はそれほど問題にされませんでした。

しかし現在は企業の給料に対するコスト意識の高まりにより、このような社員への対策が

求められています。 

 このレポートではローパフォーマー社員に焦点をあて、正しい指導と解雇をするに至っ

た場合の注意点について解説します。指導や解雇が適正に行われなければ、社員との労働

紛争に発展し、多額の金銭を要求される場合があります。 

 

 

 

 あなたの会社ではこのような従業員はいませんか。 

 

●高い営業能力があることを見越して採用したが、実際には営業能力が乏しかった。 

●高度な資格を有しており、その資格を生かした業務を担当させるつもりだったが、実

際には業務に耐えうる実務能力がなかった。 

 

 採用する前に採用担当者は履歴書を確認したり面接を行ったり、資格の確認をして従業

員が期待通りの働きをしてくれるかどうか確認してから、雇用契約を結んでいるはずです。 

 しかし実際にはその期待通りの能力を有していない場合があります。そのような社員を

「ローパフォーマー社員」といいます。ローパフォーマー社員はいわゆる問題社員と違い

直接会社に損害を与えることはありませんが、会社の利益に貢献することも少ないです。

しっかり準備をせずに解雇した場合には解雇濫用理論により、企業としての責任を負わさ

れることとなります。 

 

 

 

 ローパフォーマー社員の能力不足を理由として解雇することは非常に難しいのが現状で

す。判例では単に能力が低いというだけでは解雇は認められず、指導や配置転換などを行

ってもなお改善がみられない場合に初めて解雇が認められます。 

ローパフォーマー社員とは 

１│ローパフォーマー社員とは     

２│社員が解雇の不当を申し出た場合     
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■社員が解雇の不当を申し出た場合 

 解雇に不満がある従業員は以下の方法により、外部の機関に申し出を行う場合がありま

す。その場合には企業は申し出に応じた対応を取らなければならず、その結果によって多

額の支払いを要求される場合があります。 

 

（１）労働局の紛争調整委員会によるあっせんの申し立て 

 社員が労働基準監督署に申出を行ったとしても労働基準監督署では解雇については管轄

外であるため解決することができません。解雇そのものは労働基準法の範囲外であるため、

解雇予告手当の不払いを除いては解決することができないのです。そのため労働基準監督

署では解雇の事案については労働相談や紛争調整委員会を紹介することになります。 

 紛争調整委員会のあっせんは紛争当事者の話し合いを促進することで、紛争の解決を促

すことが目的です。公平・中立の第三者である労働問題の専門家が間に入り、双方の主張

を確認したうえで、両者が取るべき具体的なあっせん案を提示します。しかしこのあっせ

んの制度は満足のいく内容でなければ応じる義務がないことが大きな特徴です。紛争に要

する費用の面を考えると、企業側は労働審判に及ぶ前のこの段階で解決金を払って紛争を

解決するのが良いとも言えます。 
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（３）労働審判への申し立て 

 労働審判は，労働審判官(裁判官)１人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する

労働審判員２人で組織された労働審判委員会が行います。個別労働紛争を原則として３回

以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には事案の実情に

即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対し

て当事者から異議の申立てがあれば，労働審判はその効力を失い，労働審判事件は訴訟に

移行します。会社を辞めることを前提で金銭での解決を求める場合には労働審判制度を利

用しますが、職場での地位の復帰を求める場合には次の仮処分の申し出が利用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申立て

地方裁判所
＜労働審判委員会＞

労働審判官１名と労働審判員２名

調停

調停の成立

異議なし 異議申立て

労働審判制度の流れ

労働者と企業（事業主）の間で
と労使関係トラブル発生

第１回目期日

労働審判委員会による審理（原則３回以内）
事実関係や法律論に関する双方の言い分を聞いて、争いになっ

ている点を整理し、必要に応じて証拠調べを行う

労働審判

紛争の解決
訴訟手続きに

移行

第２回目期日

第３回目期日
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（４）仮処分の申し出 

 従業員が社員としての地位への復帰を求めている場合には、訴訟と併せて地位保全の仮

処分の申請をすることがあります。これは訴訟が長引いた場合に社員の生活が不安定にな

ることを防ぐために認められた制度です。もし月給 30 万円の社員が仮処分の申し出をして

仮処分命令を受けた場合、１年間訴訟が続けば 360 万円の支払いが生じることになります。

企業は敗訴した場合には、働いていない社員の訴訟期間の給料を払わなければならず、解

決金と併せると非常に高額な支払いが生じます。 

 

 このように労働紛争は未然に防いでいれば費用の負担が少なく済むものであっても、紛

争調整委員会のあっせん、労働審判、訴訟と段階が進むにつれて、企業の金銭面において

大きな痛手となることは間違いありません。さらに労働基準監督署での解雇に付随する手

当の調査や合同労組への駆け込みがあると、費用面だけではなく解決に大きな労力を要す

ることになります。ローパフォーマー社員への対応は解雇も含めて慎重に行うことが大切

です。 

 

 

 

 採用した社員がローパフォーマー社員だと思ってもすぐに解雇するのは危険です。もし

解雇をするのであれば社員は上記のような手段をとり、企業に大きな損害を与えることが

予想されます。そのため企業はたとえ雇い入れた社員がローパフォーマー社員であると思

っても、まずは戦力化することを考えなければなりません。戦力化に向けて行動し、場合

によっては配置転換をするなどの措置を講じることが必要です。その戦力化に向けた行動

が、後々戦力化がうまく行かず退職してもらうことになった場合に企業の身を守ることに

なります。 

３│採用した従業員がローパフォーマー社員だと思ったら      
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 ローパフォーマー社員とは単に仕事の能力が低く、業務内容に耐えられない社員である

とは限りません。ローパフォーマー社員には以下のような特徴が挙げられます。 

 

①業務に耐えうる能力がない。 

②現在の業務内容と社員の特性があっていない。 

③私生活に問題を抱えており、業務に集中できない。 

④会社の経営方針にあっていない。 

⑤現在のポジションに満足し、気楽でよいと思っている。 

 

 一言にローパフォーマー社員と言っても問題点は個々で違います。ローパフォーマー社

員の特徴を見極めて適切に指導を行うことが大切です。 

 

 

 

 ローパフォーマー社員を戦力化するには業務に対する目標の設定を行うことが大切です。

ローパフォーマー社員の中には現状に満足し、目標を失っている可能性もあります。その

ような社員については具体的な目標を設定し、その目標に対するヒアリングを行うことが

重要です。 

 

■目標の設定方法について注意すべき点 

①具体的な目標を掲げること（数値化できることが望ましい） 

②その目標を設定するにあたり、社員の意見を聞くこと 

③目標が実現可能であること 

 

（１）具体的な目標を掲げること 

 具体的に目標を設定することでローパフォーマー社員は何をすべきかはっきりと認識で

きるようになります。さらに目標にはいつまでに何をすべきか日付や数値をはっきりと示

すことが大切です。 

ローパフォーマー社員を戦力化する 

１│業務の目標設定を行うこと     
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（２）目標を設定するにあたり、社員の意見を聞くこと 

 目標を設定する際には上司はローパフォーマー社員と話し合い、意見を聞くことが大切

です。意見を聞くことでパフォーマンスが上がらない原因がわかる事もあります。設定し

た目標が会社側の一方的なものではなく、ローパフォーマー社員の能力の向上や会社の利

益につながる目標であることが大切です。 

 

（３）目標が実現可能であること 

 目標は実現可能なものであることが必要です。実現が不可能な目標を設定した場合には

退職に誘導していると判断されパワハラと認定されてしまう可能性があります。目標はあ

くまでも戦力化につながるものである必要があります。 

 

■目標設定に関する判例 

 日水コン事件では８年間目標設定を行い注意・指導を繰り返し、解雇し会社が勝ちま

した。この事例では数年にわたりかつ複数の注意を行っており、さらに業務報告書の提

出を命じて社員の署名まで取っていました。社員に対する課題が明確であり、実現不可

能なものではないことを他の社員に確認したうえで目標を設定していることも解雇が有

効になる重要な要素となっています。 

 一方セガ・エンタープライゼズ事件では目標設定は行われず、人事評価が下位 10％に

属しているという理由で解雇を行ってしまいました。人事評価は相対的な評価でしかな

く、労働能力が低いとは認定されず解雇は否定されています。 

 

 

 

 ローパフォーマー社員は設定した目標の達成に向けて仕事に取り組むことになりますが、

結果が伴わなかったり取り組みに向けて行動していないことがあります。その場合には上

司は注意や指導を効果的に行わなければなりません。 

 

■注意・指導について注意すべき点 

①注意・指導は相当期間行うこと 

②注意・指導を行った証拠を残すこと 

③注意・指導がパワハラにならないよう気を配ること 

 

２│注意・指導を行うこと     
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（１）注意・指導を相当期間行うこと 

 注意・指導は相当期間行うことが大切です。一度の注意や指導で解決すればよいですが、

解決しない場合には複数回の指導や相当の期間を設定した指導が必要です。もし注意や指

導が単発で継続していない場合には、のちに解雇に至ることになった場合でも注意・指導

を行ったものと判断されない可能性があります。 

 

（２）注意・指導を行った証拠を残すこと 

 注意・指導を行った場合には証拠を残すことが大切です。どのような点について注意・

指導を行ったのか、その注意・指導に対するローパフォーマー社員の意見など詳細に記録

しておきましょう。書面で残すことでのちに解雇に至ることになった際の証拠になります。 

 

（３）注意・指導がパワハラにならないよう気を配ること 

 注意・指導を行うこと自体はパワハラにはなりません。しかしその注意・指導が他の社

員のいる前で行われたり、大声で怒鳴ったり、誹謗中傷と取れる発言がある場合にはパワ

ハラと認定される可能性があります。注意・指導を行う場合には他の社員がいないところ

で行うなどの配慮をすることも大切です。 

 

■注意・指導に関する判例 

 日本エマソン事件ではシステム・エンジニアとして採用した社員の能力が低かったた

め解雇を行い、会社が勝ちました。技術水準を向上させるため教育や指導を続けたが向

上しなかったこと、勤務態度についても組織の一員としての自覚を欠いており、その点

についても指導を続けたが改善されませんでした。注意・指導を繰り返し行ったことが

解雇を有効なものとする決め手になりました。 

 一方、森下仁丹事件では注意・指導を行いましたが、注意が１回、始末書が１回であ

り指導が継続しているとは認められず会社が負けています。指導が単発だと社員の能力

向上のためであると認定されないことがわかります。 

 

 

 

 ローパフォーマー社員に対して具体的な目標を設定し、注意・指導を繰り返しても効果

が表れないことがあります。その場合であってもすぐに解雇することは危険です。配置転

換や業務異動を行うことも検討しなければなりません。ローパフォーマー社員の中には本

当はパフォーマンスが低いのではなく、その業務に対する適正に問題があることもありま

す。注意・指導を継続しても効果が表れない場合であっても上司はローパフォーマー社員

３│配置転換・業務異動を行うこと     
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の意見を聞き、配置転換や業務異動によりパフォーマンスを発揮できる可能性を探ること

が大切です。 

 

■配置転換・業務異動で注意すべき点 

①配置転換・業務異動を行う根拠があること 

②権利濫用に該当しないこと 

 

（１）配置転換・業務異動を行う根拠があること 

 配置転換や業務異動を行う場合には労働契約上の根拠があることが必要です。就業規則

で業務上の必要がある場合には配置転換を命ずることができることを明記しておくことが

大切です。 

 

（２）権利濫用に該当しないこと 

 就業規則で配置転換の可能性について記載があったとしても、その配置転換が権利の濫

用に該当する場合には無効になります。業務上の必要性があること、配置転換の基準・人

選に合理性があること、配置転換の手続きが妥当であることに注意をして配置転換や業務

異動を行うことが大切です。 

 

■配置転換・業務異動に関する判例 

 配置転換を行わずに行った解雇が有効になったものとしてはゴールドマン・サック

ス・ジャパン・リミテッド事件があります。この事件では即戦力として募集を行い、高

額な報酬を支払っていたため再教育や配置転換は軽減され解雇が有効と判断されまし

た。 

 一方松筒自動車学校事件では受付業務で多額の過不足金を毎日発生させていた件で解

雇を行いましたが、その解雇は無効と判断されております。解雇をする前に注意・指導

を行わなかったことや配置転換により雇用を継続させる努力を行わなかったことが解雇

を有効なものと判断されなかった理由とされております。 
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 これまで説明してきた戦力化の方法を取った場合であってもローパフォーマー社員を戦

力化できない場合があります。戦力化に向けた指導が功を奏して組織の一員として機能し

た場合には良いですが、戦力化できなかった場合には退職も含めて検討する必要が生じま

す。ただし解雇については、ローパフォーマー社員が解雇の無効を訴える可能性がありま

すので慎重な対応が求められます。 

 

 

 

 解雇は社員との雇用関係を一方的に解除する方法ですが、退職勧奨は社員と話し合いに

より退職を勧める方法です。一方的に雇用関係を終了する解雇よりも退職勧奨の方が退職

に関してもめることは少なくなります。これまで目標設定を行って注意・指導を繰り返し

ているのであればなお話し合いは行いやすくなります。目標設定の際に数値目標をたてて

いれば達成できていないことを理由に話を進めることができますし、署名を取っていれば

その署名も話し合いの中で有効な資料になります。これまで行ってきた指導について織り

交ぜながらローパフォーマー社員が納得できるように退職の話を行いましょう。 

 

 

 

 ローパフォーマー社員が退職勧奨に応じない場合には、解雇を行うことも考えなければ

なりません。ただし解雇を行うには注意しなければならないことがいくつかあります。こ

の解雇のルールを守らなければ解雇権の濫用と判断され、解雇が無効になります。 

 

■労働契約法第 16 条 

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、

その権利を濫用したものとして、無効とする。 

 

戦力化できない場合の企業の対応 

１│解雇を行う前には退職勧奨を行うこと     

２│解雇を行う場合      
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■解雇を行う際に注意しなければならないこと 

①解雇制限期間に該当しないこと 

②解雇予告を経ていること 

③就業規則の解雇事由に該当すること 

 

（１）解雇制限期間に該当しないこと 

 労働基準法第 19 条では社員の解雇について制限を設けています。次の２つの事由に該当

する場合には解雇を行うことができません。 

 

■解雇制限期間とは 

①業務上負傷し、または疾病にかかる療養のために休業する期間とその後 30 日間 

②産前産後の女性が休業する期間とその後 30 日間 

 

 これらの解雇制限期間に該当する場合については、たとえ就業規則に定める解雇事由に

該当したとしても解雇を行うことはできません。もしローパフォーマー社員を解雇しよう

とする場合であってもこの解雇制限期間は避けて解雇を行わなければなりません。 

 

（２）解雇予告を経ていること 

 解雇する場合には解雇予告が必要です。少なくとも 30 日前に解雇予告を行うか平均賃金

の 30 日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。しかし労働基準監督署から解雇予

告除外認定を受ける事で解雇予告や解雇予告手当が除外されます。 

 

■解雇予告除外認定基準 

 社員の勤務年数や、勤務状況、その社員の地位や職責を考慮して、次のような基準に

照らして個別に判断します。 

①会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合 

②賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の社員に悪影響を及ぼす場合 

③採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合 

④２週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合 

⑤遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合 
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 ローパフォーマー社員の解雇については解雇予告除外認定基準の⑤に該当する可能性が

ありますが、労働者の保護と除外認定を申請した理由のバランスを考慮して労働基準監督

署が認定することになりますので、必ずしも除外認定が通るとは限らないことに注意が必

要です。 

 

（３）就業規則の解雇事由に該当すること 

 解雇を行うには合理的な理由が必要であり、合理的な理由を欠くことがあれば解雇権の

濫用であるとされ解雇が無効になります。もし 10 人以上社員がいる企業であれば就業規則

の作成は義務ですから、解雇事由を列挙することが必要です。解雇は就業規則がなくても

行うことができますが、就業規則がなければ解雇の基準が明確にならないため労働者保護

が優先されることが多くなります。社員が 10 人未満の事業所であっても解雇や服務規律を

明確にするためにも就業規則を作成する方が良いと言えます。 

 

■就業規則の例 

第１条（解雇） 

１ 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。 

 ①勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得な

いとき。 

 ②勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換で

きない等就業に適さないとき。 

 ③業務上の負傷又は疾病による療養の開始後３年を経過しても当該負傷又は疾病が治

らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとな

ったとき（会社が打ち切り補償を支払ったときを含む）。 

 ④精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。 

 ⑤試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であ

ると認められたとき。 

 ⑥懲戒事由に該当する事実が認められたとき。 

 ⑦事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮

小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。 

 ⑧その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。 

２ 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも 30 日前に予告をする。予告

しないときは、平均賃金の 30 日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予

告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。 

３ 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を懲戒解雇する場合又は次
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の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は適用しない。 

 ①日々雇い入れられる労働者（ただし、１か月を超えて引き続き使用されるに至った

者を除く） 

 ②２か月以内の期間を定めて使用する労働者（ただし、その期間を超えて引き続き使

用されるに至った者を除く） 

 ③試用期間中の労働者（ただし、14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く）

４ 第１項の規定による労働者の解雇に際して労働者から請求のあった場合は、解雇の

理由を記載した証明書を交付する。 
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